
入 札 説 明 書 

 

令和７年１０月１０日千葉市公告第７９７号により公告した令和８年度千葉市市有施設

電気需給業務の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書による。 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）調達物品 

電気の供給（令和８年度千葉市市有施設電気需給業務） 

（２）調達物品の特質、需要予定電力量等 

   仕様書のとおり 

（３）契約（供給）期間 

   自 令和８年３月計量日   午前０時 

至 令和９年３月計量日前日 午後１２時 

（契約電力５００ｋＷ以上の施設は 自：令和８年４月 １日 午前 ０時 

至：令和９年３月３１日 午後１２時 

（４）需要施設 

   千葉市高圧２７４施設及び低圧１４９施設 

 

２ 競争入札参加資格 

  一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならな

い。 

（１）令和６・７年度千葉市物品入札参加資格の審査を受け、資格を有すると認められて（以

下「入札参加資格の認定」という。）いる者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

で、次のいずれにも該当しないものであること。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しない者 

イ 当該入札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で、同

法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていないもの 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で、同

法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていないもの 

  オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づ

く指名停止措置等を入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者 

  カ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

  キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を

完納していないもの 

（３）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により小売電気事業者と

しての登録を受けた者であること。 

（４）全ての需要施設に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であ



ること。 

（５）自己託送に係る不足電力の分割供給業務、太陽光発電設備によるフィジカルコーポレ

ートＰＰＡ電力供給業務及び再生可能エネルギー電気特定卸供給業務を履行した実績

のある者であること。 

 

３ 入札参加資格確認申請書の提出 

  一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書及び関係資料を提出し

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）提出期間 公告の日の翌日から令和７年１０月３１日（金）まで 

   （日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時３０分から午後４時３０分まで） 

（２）関係資料 

  ア 小売電気事業者の登録通知文書（写） 

  イ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの需要（供給）実績が確認できる資

料（※任意様式とする） 

  ウ 自己託送に係る不足電力の分割供給業務、太陽光発電設備によるフィジカルコー

ポレートＰＰＡ電力供給業務及び再生可能エネルギー電気特定卸供給業務をそれぞ

れ履行したことが確認できる資料（供給先は官民問わない） 

   例：各業務の契約書（写）や仕様書（写）、業務完了報告書（写）等（※営業秘密等

は黒塗り可とする。） 

（３）提出場所 千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課公共事業推進班 

（４）提出方法 持参又は書留郵便とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

（５）確認通知 令和７年１１月７日（金）までに申請者に入札参加資格確認結果通知書を

発送する。 

 

４ 入札説明会 

  入札説明会は開催しないため、質問がある場合は質問書を９の契約事務担当課宛て電

子メールにて提出すること。 

（１）質問提出期間 令和７年１０月２２日（水） 午後４時００分まで 

（２）回答日時   令和７年１０月２９日（水） 午後５時００分まで 

（３）回答方法 千葉市ホームページ※にて回答（なお、全社質問なしの場合は回答し

ない。） 

 ※ 千葉市「入札情報等」のポータルページの「発注情報一覧」内の「物品」のリンク

「 https://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/bup

pin/index.html」の当事業の箇所 

 

５ 入札手続等 

（１）入札・開札の日時及び場所 

   日 時 令和７年１１月２０日（木）午後２時００分 

   場 所 千葉市役所本庁舎内会議室 

（２）入札時の提出書類  



   入札の際には、入札書のほか、以下の書類を提出すること。書類の提出がない場合、

又は、内容が不明瞭である場合は、当該入札は無効とする。  

  ア 委任状（代理人が入札・開札に立ち会う場合のみ） 

  イ 入札書別紙明細（入札書とともに同封） 

（３）入札方法 

  ア 契約の締結は単価契約により行うため、入札に当たっては、需要施設ごとに基本料

金、電力量料金などの契約単価を設定することを条件とする。 

  イ 落札者の決定は、アによる契約単価に基づいて算定された、契約期間に係る電気料

金の総額の比較によって行う。 

  ウ 入札は、所定の入札書をもって行い、商号及び入札件名を記載した封筒に入れ提出

すること。 

  エ 入札者は、原則として（１）の入札・開札の日時及び場所に出席して所定の入札書

及び入札書別紙明細をもって商号及び入札件名を記載した封筒に入れ提出すること。

ただし、郵便による入札の場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書して、

９の契約事務担当課宛とし、日曜日、土曜日及び休日を除く入札日前日の午後４時３

０分までに書留郵便にて必着のこと。 

（４）入札書に記載する金額 

  ア 入札書別紙明細の１－１から３－３までの各シートを使用し、契約期間における

基本料金、電力量料金、環境価値付契約料金の単価を見積もり、各施設の「入札金額」

の総合計を記載すること。 

  イ 使用する数字は、算用数字とし、入札金額の頭部に￥をつけること。 

（５）入札書別紙明細に記載する金額 

   発注者において記載した個所については、修正しないこと。 

   年間電力量料金の見積もりに使用する電力量は、仕様書別紙明細１－２、２－２及び

２－３に記載の予定使用電力量と一致させること。 

  ア 高圧施設 

   （ア）入札書別紙明細「単価一覧（高圧）」及び「明細（高圧）」シートを使用して見積

ること。フィジカルコーポレートＰＰＡの対象施設については、ウの説明に基づい

て見積ること。 

  （イ）高圧施設の基本料金は、仕様書別紙明細１－１に記載の契約電力を用いて、「単

価一覧（高圧）」シートの 「基本料金単価」欄に常時電力の毎月の基本料金単価 （税

込み金額）を見積ること。予備電力がある場合は、予備電力の毎月の基本料金単価

（税込み金額）を見積ること。 

     また、 「明細（高圧）」シートの「基本料金」欄において、それぞれの年間基本料

金を見積ること。基本料金単価は、力率割引又は割増適用前の単価とすること。 

     なお、年間基本料金の金額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

ものとする。 

   （ウ）高圧施設の電力量料金単価（税込み金額）は、以下の朝・昼・晩・夜の時間区分

で「単価一覧（高圧）」シートの「電力量料金単価」欄に見積ること。 

朝：平日（土曜日を含む）の午前８時から午後１時までの時間 



     昼：平日（土曜日を含む）の午後１時から午後４時までの時間 

     晩：平日（土曜日を含む）の午後４時から午後１０時までの時間 

夜：朝時間、昼時間及び晩時間以外の時間。ただし、日曜日・祝日（「国民の祝

日に関する法律」に規定する休日）及び１月２日・３日、４月３０日、５月

１日・２日、１２月３０日・３１日は、全日「夜時間」とする。 

また、 「明細（高圧）」シートの「電力量料金」の「時間帯別使用量」欄において、

仕様書別紙明細１－２に記載の予定使用電力量を用いて、各時間帯別の年間使用

電力量を見積もった後、年間電力量料金を見積もること。各時間帯別の年間使用電

力量の見積りにあたっては、別途提供する各施設の３０分又は１時間毎の消費電

力量データを参考とすること。 

なお、各月の電力量料金の金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

  イ 低圧施設 

   （ア）入札書別紙明細「単価一覧（低圧）」及び「明細（低圧）」シートを使用して見積

ること。 

    （イ）低圧施設の基本料金は、仕様書別紙明細２－１に記載の契約容量等を用いて、 「単

価一覧（低圧）」シートの「基本料金単価」欄に各契約種別の毎月の基本料金単価

（税込み金額）を見積ること。 

     また、「明細（低圧）」シートの「基本料金」欄において、各契約種別の年間基本

料金を見積ること。 

なお、年間基本料金の金額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

ものとする。 

   （ウ）低圧施設の電力量料金単価（税込み金額）は、以下の区分で 「単価一覧（低圧）」

シートの「電力量料金単価」欄に見積ること。 

     電灯：①最初の１２０ｋＷｈまでの１ｋＷｈ毎 

②１２０ｋＷｈを超えて３００ｋＷｈまでの１ｋＷｈ毎 

③３００ｋＷｈを超える１ｋＷｈ毎 

     動力：①夏季（７月１日から９月３０日まで） 

②その他季節（１０月１日から６月３０日まで） 

     また、 「明細（低圧）」シートの「電力量料金」の「段階別使用量」及び「季節別

使用量」欄において、仕様書別紙明細２－２及び２－３に記載の予定使用電力量を

用いて、それぞれの使用量を見積った後、年間電力量料金を見積ること。 

     なお、各月の電力量料金の金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

  ウ フィジカルコーポレートＰＰＡ 

   （ア）フィジカルコーポレートＰＰＡについては、入札書別紙明細「単価一覧（環境価

値）」及び「明細（環境価値）」シートを使用して見積ること。フィジカルコーポレ

ートＰＰＡだけでは電力が不足する場合の系統電力供給については、入札書別紙

明細「単価一覧（高圧）」、「明細（高圧）」、「単価一覧（環境価値）」及び「明細（環

境価値）」シートを使用して見積ること。 



   （イ）フィジカルコーポレートＰＰＡの契約料金単価（税込み金額）は、 「単価一覧（環

境価値）」シートの「フィジカルコーポレートＰＰＡ」欄に見積もること。 

また、 「明細（環境価値）」シートの 「フィジカルコーポレートＰＰＡ」の「供給

電力量」欄において、フィジカルコーポレートＰＰＡの年間供給電力量を見積もっ

た後、年間契約料金を見積もること。フィジカルコーポレートＰＰＡの年間供給電

力量の見積もりにあたっては、仕様書に基づき、別途提供する発電シミュレーショ

ンデータ及び対象施設の消費電力量データを用いること。 

なお、年間契約料金の金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

   （ウ）フィジカルコーポレートＰＰＡだけでは電力が不足する場合の系統電力供給につ

いては、仕様書別紙明細１－２に記載の予定使用電力量及び （イ）で見積もったフ

ィジカルコーポレートＰＰＡだけでは不足する電力量を用いて、各時間帯別の年

間使用電力量を見積もった後、ア（イ）（ウ）及びエ（イ）の説明に基づき、基本

料金、電力量料金及び環境価値付契約料金を見積もること。 

   （エ）フィジカルコーポレートＰＰＡとフィジカルコーポレートＰＰＡだけでは不足す

る場合の系統電力供給の年間使用電力量の合計値が、仕様書別紙明細１－２に記

載の予定使用電力量と一致すること。 

エ 高圧施設及び低圧施設の環境価値 

   （ア）入札書別紙明細「単価一覧（環境価値）」及び「明細（環境価値）」シートを使用

して見積ること。 

    （イ）環境価値の供給単価（税込み金額）を「単価一覧（環境価値）」シートの「環境

価値付契約料金単価」欄に見積ること。 

また、「明細（環境価値）」シートの「環境価値（再エネ指定あり）」欄に年間契

約料金を見積ること。 

     なお、年間契約料金の金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

  オ 電気料金合計 

  （ア）入札書別紙明細「総括表」シートを使用して見積ること。 

  （イ）「電気料金合計」欄には、ア及びイで見積った年間基本料金及び年間電力量料金

の総合計金額を記入すること。 

  （ウ）「環境価値付契約料金合計」欄には、ウ及びエで見積った年間契約料金の総合計

金額を記入すること。 

   （エ） 「入札金額」欄には、 （イ）及び（ウ）を合計した 「合計額」欄の１１０分の１０

０に相当する金額を記載すること。 

     なお、見積った金額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものと

する。 

  カ 入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金は考慮しないこと。 

  キ このほか、入札書別紙明細に記入方法の指示がある場合は、その指示に従うこと。 

  ク  （７）に規定する落札者となった者については、入札書別紙明細を別途エクセルデ



ータにて提出すること。 

（６）入札保証金 

   要 （ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第８条に該当する場合

は、免除とする。） 

（７）落札者の決定方法 

   千葉市契約規則第１０条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価

格で入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とす

る。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 

   なお、落札者となるべき同価の入札を行った者が２者以上あるときは、くじにより落

札者を決定する。 

（８）無効となる入札 

   千葉市契約規則第１６条の規定に該当する入札 

 

６ 開札に立会う者に関する事項 

  開札に立会う者は、入札者又はその代理人とする。代理人が立会う場合は、入札に関す

る権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない（入札前に委任状及び事前

に市が送付した入札参加資格確認結果通知書の提示を求めるため必ず持参すること。）。 

 

７ 再度入札の実施 

（１）開札において予定価格に達する価格の入札がなく、落札者がないときは、直ちに再度

入札を行う。 

（２）再度入札の回数は、１回する。 

（３）再度入札には、前回の入札に参加しなかった者、開札に立会わなかった者又は、前回

の入札で無効とされた者は参加できない。 

 

８ 契約の手続等 

（１）契約保証金 

   要（ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は、免除とする。） 

（２）契約書作成の要否 

   要。別添契約書案により作成する。 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）契約条項等の閲覧 

   千葉市契約規則等は、９の契約事務担当課で閲覧できる。 

 

９ 契約事務担当課 

  〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番１号 

  千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課公共事業推進班 

  電話 ０４３－２４５－５４４１ 

  電子メール datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp 



１０ その他 

（１）入札参加資格を有しない者の参加 

   ２（１）に掲げる入札参加資格を有しない者が競争入札に参加するためには、原則と

して、千葉県電子自治体共同運営協議会が運用する「ちば電子調達システム」により資

格審査の申請手続きを速やかに行い、本市において、入札参加資格の認定を受け、かつ、

令和７年１０月３１日（金）までに３の入札参加資格確認申請書の提出をしなければな

らない。 

   なお、資格審査の申請手続きを行う前に下記までお問い合わせください。 

   千葉市財政局資産経営部契約課契約第二班 電話０４３－２４５－５０８９ 

        ～５０９０ 

（２）契約締結の停止等 

   この調達契約は、「政府調達に関する協定」の適用を受けるため、千葉市入札適正化・

苦情検討委員会から契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の

要請等を受けた場合は、調達手続の停止等があり得る。 


